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窓口

【価格転嫁・受託取引に関する相談窓口】

相談先 相談できる内容 連絡先

価格転嫁サポート窓口
（群馬県よろず支援拠点）

中小受託事業者の価格交渉・価格転
嫁に関する相談全般

電話：027-265-5016
受付：９:00～17：00
（土日祝日・年末年始を除く）

取引かけこみ寺 相談窓口
（群馬県産業支援機構）

企業間取引に関する相談全般
裁判外紛争解決（ADR）にも対応

電話：027-265-5027
受付：９:00～17：00
（土日祝日・年末年始を除く）

取適法に関する相談窓口
（公正取引委員会）

取引先から不当なしわ寄せ等の
取適法に関する相談

電話：0120-060-110
受付：10:00～17：00
（土日祝日・年末年始を除く）

各商工会議所の経営相談
価格転嫁を含む経営全般の相談
※市部に１０商工会議所

※各所にお問い合わせください。

各商工会の経営相談
価格転嫁を含む経営全般の相談
※町村部（市においては旧町村
地域）を中心に４３商工会

※各所にお問い合わせください。

価格転嫁や受託取引について相談できる公的支援機関をご紹介します。
疑問や不安に思ったことがあれば、ご遠慮なくご活用ください。

価格転嫁・受託取引の困りごとを相談したい！

【価格交渉促進月間（2025年９月）フォローアップ調査の結果（抜粋）】
・発注企業から交渉の申し入れがあり、価格交渉が行われた割合は、前回から約3ポイント増の
34.6％で、価格交渉できる雰囲気が更に醸成されつつあります。
・価格転嫁率は53.5％でした。コスト要素別の転嫁率は、原材料費55.0％、労務費50.0％、エネル
ギーコスト48.9％となり、労務費の転嫁率は初めて50％に到達しました。価格交渉が行われた企
業のうち、7割超が「労務費についても価格交渉が実施された」と回答しました。
・価格交渉が行われたものの、コスト上昇分の全額の価格転嫁には至らなかった企業のうち、発注企
業から価格転嫁について、「納得できる説明があった」と回答した企業は約6割でした。
・サプライチェーンの段階と価格転嫁の関係については、引き続き、受注企業の取引階層が深くなる
につれて価格転嫁の割合が低くなる傾向がみられますが、1次請けの企業と4次請け以上の企業
の転嫁率の差は僅かに縮小しています。

出典：経済産業省HP 「価格交渉促進月間（2025年９月）フォローアップ調査の結果を公表します」

価格転嫁を巡る状況を知りたい！

円滑な価格転嫁に向けて、ご活用いただける情報をまとめました。
ご関心のある内容について、スマートフォン等でQRコードをご参照ください。
なお、電子ファイルでご利用の場合は、青地部分が出典元の外部リンクとなっていますので、
クリックしてご参照ください。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.yorozu-gunma.go.jp/
https://www.g-inf.or.jp/html/consultation_004.html
https://www.g-inf.or.jp/html/consultation_004.html
https://www.g-inf.or.jp/html/consultation_004.html
https://www.jftc.go.jp/soudan/soudan/shitauke.html
https://www.cci-gunma.jp/
https://www.gcis.or.jp/about/area-search/
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251128002/20251128002.html
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251128002/20251128002.html
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251128002/20251128002.html
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251128002/20251128002.html


作成：群馬県産業経済部地域企業支援課（電話：027-226-3342）

価格転嫁に役立つ支援ツールを知りたい！

価格交渉や原価計算など円滑な価格転嫁に向けて、活用可能なガイドやツールをご紹介します。

Q.価格交渉について、何から取り組めばよいのか？

Q.価格交渉の根拠となる原価計算資料を作成したいが、どうしたらよいのか？

埼玉県「価格交渉支援ツール」
・企業間で取引される様々な原材料やサービスの価格について、価格の推移と増減を
グラフ化することができるツール
・価格転嫁が今後の企業収益に与える影響をシミュレーションできるツールもあり

中小企業庁 「ここから始める価格交渉」
適正な価格の見直し・価格転嫁のための交渉を円滑に行うことができるよう、
活用できるツールや情報をまとめたリーフレット

中小企業基盤整備機構「価格転嫁検討ツール」
適切な価格転嫁に向けて、商品別（取引先別）の収支状況も確認しながら、
目指すべき取引価格を検討できるシミュレーションツール

インセンティブ

制度名 所管 メリット等 募集期間

制度融資「中小企業パワーアップ資金」 群馬県 融資利率の優遇 随時

ぐんまDX技術革新補助金・ぐんま技術革新
補助金

群馬県
申請要件
加点措置

令和８年４月1日（水）～
令和8年５月１５日(金)

群馬県特別高圧電力価格高騰対策支援金 群馬県 申請要件
令和８年５月１日（金）～

令和8年５月２９日(金)

中小企業新事業進出補助金 経済産業省
評価での
加点措置

令和8年５月1９日（火）～
令和8年６月１９日（金）

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進
補助金

中小企業庁
評価での
加点措置

令和８年４月３日（金）～
令和8年５月８日（金）

「パートナーシップ構築宣言」とは、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企
業の共存共栄を目指し「発注者」側の立場から次の事項を代表権のある者の名前で宣言するものです。
・サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
・委託事業者と中小受託事業者の望ましい取引慣行（振興基準）の遵守 等

「パートナーシップ構築宣言」を登録したい！

【メリット】
その１ 宣言内容の特設ポータルサイト掲載、専用ロゴマークの活用が可能
その２ SDGｓ達成への貢献
その３ 国・県の補助金等の優遇措置（下記の表 ※同表以外の優遇措置も有り）

【ポータルサイト・登録はこちらから】
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

【振興基準】

【ポータルサイト】

【優遇措置】

Q.群馬県での価格転嫁対策事業を知りたい

群馬県「価格転嫁の円滑化に向けた取組等について」
群馬県等が実施する価格転嫁の円滑化に向けた取組を随時案内

※申請する場合は、「申請期間」など各制度の最新情報をご確認ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/library-info/kakakukoushoutool.html#download
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://kakakutenka.smrj.go.jp/
https://kakakutenka.smrj.go.jp/
https://www.pref.gunma.jp/site/seidoyuushi/10025.html
https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/10638.html
https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/10638.html
https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/10638.html
https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/10638.html
https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/212617.html
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.html
https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html#subsidy
https://www.biz-partnership.jp/
https://www.pref.gunma.jp/page/211520.html
https://www.pref.gunma.jp/page/211520.html
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